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(57)【要約】
【課題】　副作用や眠気を発生させずに、乗り物酔いを
十分に防止し、あるいは乗り物酔いから回復させる。
【解決手段】　乗り物酔い防止回復装置１は、車両の加
速度の方向及び大きさを検出する加速度センサ１０と、
所定の放射点から画面の手前方向に画像が移動する動画
像を生成すると共に、加速度センサ１０により検出され
た加速度の方向及び大きさに応じて生成される動画像の
放射点、及び動画像の方向を制御し、生成された動画像
をディスプレー４０に出力する情報処理装置３０とを備
える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗り物の加速度の方向及び大きさを検出する加速度センサと、
　所定の放射点から画面の手前方向に画像が移動する動画像を生成する動画像生成手段と
、
　前記加速度センサにより検出された加速度の方向及び大きさに応じて、前記動画像生成
手段により生成される動画像の放射点、及び動画像の方向を制御する動画像制御手段と、
　前記動画像生成手段により生成された動画像を出力する出力手段と、
を備える乗り物酔い防止回復装置。
【請求項２】
　前記動画像制御手段は、前記動画像生成手段により生成される動画像に、前記加速度セ
ンサにより検出された加速度の方向及び大きさに応じて視点を誘導するマーカを表示させ
ることを特徴とする請求項１に記載の乗り物酔い防止回復装置。
【請求項３】
　前記動画像制御手段は、前記加速度の方向及び大きさに応じて、前記動画像生成手段に
より生成される動画像の輝度を制御することを特徴とする請求項１又は２に記載の乗り物
酔い防止回復装置。
【請求項４】
　前記乗り物酔い防止回復装置は、前記乗り物に乗る者の頭部の動きを検出する頭部動き
検出手段を更に備え、
　前記動画像制御手段は、前記動画像生成手段により生成される動画像に、前記加速度セ
ンサにより検出された加速度の方向及び大きさ、並びに頭部動き検出手段により検出され
た前記頭部の動きに応じて当該頭部の動きを指示する情報を表示させることを特徴とする
請求項１～３の何れか一項に記載の乗り物酔い防止回復装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車酔い等の乗り物酔いを防止し、あるいは乗り物酔いから回復させる乗り物
酔い防止回復装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車酔い等の乗り物酔いを防止するための薬剤があり、過敏な神経作用を抑え
ることにより、強い酔い止め効果を発揮する。
【０００３】
　また、運転者以外の者に対して、乗り物の右左折等の操作を示す情報を提示して、操作
を予知させることにより、乗り物酔いを防止する方法が提案されている（例えば、特許文
献１及び２参照）。また、乗り物に乗っている者に、ルートの画像を示して、当該ルート
の先端部分を加速度やハンドルの操作角度に応じて湾曲させることによって、乗り物酔い
を防止する方法が提案されている（特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００２－１５４３５０号公報
【特許文献２】特開２００３－１５４９００号公報
【特許文献３】特開２００６－１３０９４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、市販の乗り物酔いを防止する薬剤は睡眠薬としての効果を持つことも多
く、服用したものが眠くなるという副作用があり、眠っている間に目的地に到着すること
になる。更に、効果が強い薬剤ほど、目的地に到着した後も眠気が続き、半日ほどの現実
感の喪失が起こることもある。
【０００５】
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　また、特許文献１及び２に記載された方法においても、操作を知覚していたとしても、
乗り物の振動の人体へ影響を低減することはできず、十分に乗り物酔いを防止することが
できない。また、この方法では一旦、乗り物酔いになった場合に、回復させることができ
ない。更に、特許文献３に記載された方法においても、先端部分を湾曲させるだけの画像
では、十分な乗り物酔いの防止効果を奏することができない。
【０００６】
　本発明は、以上の問題点を解決するためになされたものであり、副作用や眠気を発生さ
せずに、乗り物酔いを十分に防止し、あるいは乗り物酔いから回復させることができる乗
り物酔い防止回復装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る乗り物酔い防止回復装置は、乗り物の加速度
の方向及び大きさを検出する加速度センサと、所定の放射点から画面の手前方向に画像が
移動する動画像を生成する動画像生成手段と、加速度センサにより検出された加速度の方
向及び大きさに応じて、動画像生成手段により生成される動画像の放射点、及び動画像の
方向を制御する動画像制御手段と、動画像生成手段により生成された動画像を出力する出
力手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る乗り物酔い防止回復装置では、乗り物内部にて用いられる。当該乗り物内
部において、所定の放射点から画面の手前方向に画像が移動する動画像が動画像生成手段
により生成され、出力手段により出力される。また、上記の乗り物に加速度センサが設置
されて、当該加速度センサによって乗り物の加速度の方向及び大きさが検出される。検出
された乗り物の加速度の向き及び大きさに応じて、動画像制御手段によって上記生成され
出力される動画像の放射点及び動画像の向きが制御される。
【０００９】
　上記の乗り物に乗っている者がこの動画像を見ることにより、乗り物に乗っている者の
眼球を乗り物酔いしないように動かすことができる。このような眼球の動きとしては、例
えば、眼球が乗り物の加速度の方向及び大きさに適した眼振の発生や、眼球の滑車動眼筋
が過度に働くことの防止等が考えられる。これにより本発明に係る乗り物酔い防止回復装
置によれば、副作用や眠気を発生させずに、乗り物酔いを十分に防止し、あるいは乗り物
酔いから回復させることができる。
【００１０】
　また、動画像制御手段は、動画像生成手段により生成される動画像に、加速度センサに
より検出された加速度の方向及び大きさに応じて視点を誘導するマーカを表示させること
が望ましい。この構成によれば、乗り物に乗っている者の視覚や平衡器官を、更に乗り物
酔いをしない状態にさせることができ、より確実に乗り物酔いを防止し、あるいは乗り物
酔いから回復させることができる。
【００１１】
　また、動画像制御手段は、加速度の方向及び大きさに応じて、動画像生成手段により生
成される動画像の輝度を制御することが望ましい。この構成によれば、必要なとき、即ち
加速度の変化が頻繁となり乗り物酔いが誘発されそうなときにのみ、乗り物に乗っている
者に動画像を見させることができる。
【００１２】
　また、乗り物酔い防止回復装置は、乗り物に乗る者の頭部の動きを検出する頭部動き検
出手段を更に備え、動画像制御手段は、動画像生成手段により生成される動画像に、加速
度センサにより検出された加速度の方向及び大きさ、並びに頭部動き検出手段により検出
された頭部の動きに応じて当該頭部の動きを指示する情報を表示させることが望ましい。
この構成によれば、更に確実に乗り物酔いを防止し、あるいは乗り物酔いから回復させる
ことができる。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明では、乗り物に乗っている者に対して、眼球を乗り物酔いしないように動かすこ
とができる動画像が提供される。これにより、本発明によれば、副作用や眠気を発生させ
ずに、乗り物酔いを十分に防止し、あるいは乗り物酔いから回復させることができる。ま
た、頭部を左右と前後に適切に傾けることにより、前庭器官と三半規管とに加わる加速度
刺激の方向を通常の重力による方向のみに集中させることができ、乗り物酔いの誘発力を
下げ、乗り物酔いからの回復力を上げることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面とともに本発明による乗り物酔い防止回復装置の好適な実施形態について詳
細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明
を省略する。また、図面の寸法比率は、説明のものと必ずしも一致していない。
【００１５】
　図１は、本発明に係る乗り物酔い防止回復装置１の実施形態を概略的に示す構成図であ
る。本実施形態に係る乗り物酔い防止回復装置１は、乗り物に乗っている者に対して、乗
り物酔いを防止し、乗り物酔いから回復させる動画像を提供することによって、乗り物に
乗っている者の乗り物酔いを防止し、乗り物酔いから回復させるための装置である。本実
施形態では、乗り物酔い防止回復装置１は、自動車やバス等の車両２に乗っている搭乗者
３の乗り物酔いを防止、あるいは回復させる装置である。ここで、乗り物酔いの防止及び
回復の対象となる搭乗者３は、図１に示すように例えば、車両の後部座席２ａに座ってい
る者等の、車両２の運転者以外の者である。
【００１６】
　図１に示すように、乗り物酔い防止回復装置１は、車両用加速度センサ１０と、頭部用
加速度センサ２０と、情報処理装置３０と、ディスプレー４０とを含んで構成されている
。
【００１７】
　車両用加速度センサ１０は、車両２の揺れ、即ち、車両２の加速度の方向及び大きさを
検出する加速度センサである。車両用加速度センサ１０は、車両２の内部の部材２ｂに固
定して設けられ、車両２の揺れが確実に伝わるようにされる。また、車両用加速度センサ
１０は、車両２の進行方向に対して、何れの方向に加速度が発生したかが検出されるよう
に向き等が適切に設定されて設けられる。車両用加速度センサ１０は、ケーブル５０によ
って情報処理装置３０と接続されており、当該ケーブル５０を通じて検出した車両２の加
速度の方向及び大きさを示す情報を情報処理装置３０に出力する。車両用加速度センサ１
０は、具体的には、ジャイロスコープを利用したセンサーモジュール等の装置により実現
される。
【００１８】
　頭部用加速度センサ２０は、車両２の搭乗者３の頭部３ａの動きを検出する頭部動き検
出手段である。頭部用加速度センサ２０は、搭乗者３の頭部３ａのアダプタとしての帽子
２１と、当該帽子２１の上部に固定されて設けられる加速度センサ装置２２とを含んで構
成される。頭部用加速度センサ２０では、搭乗者３の頭部３ａに装着された帽子２１が、
頭部３ａの動き、即ち、頭部３ａの加速度の方向及び大きさを加速度センサ装置２２に伝
え、加速度センサ装置２２が頭部３ａの加速度の方向及び大きさを検出する。加速度セン
サ装置２２は、ケーブル５０によって情報処理装置３０と接続されており、当該ケーブル
５０を通じて検出した頭部３ａの加速度の方向及び大きさを示す情報を情報処理装置３０
に出力する。頭部用加速度センサ２０の加速度センサ装置２２は、車両用加速度センサ１
０と同様に、具体的には、ジャイロスコープを利用したセンサーモジュール等の装置によ
り実現される。
【００１９】
　情報処理装置３０は、所定の放射点から画面の手前方向に画像が移動する動画像を生成
して、当該動画像の情報をディスプレー４０に出力される装置である。情報処理装置３０
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は、生成する動画像を、車両用加速度センサ１０及び頭部用加速度センサ２０から入力す
る加速度の情報に基づいて動画像の生成を制御する。情報処理装置３０は、ＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）、メモリ等のハードウェアにより構成され、具体的にはＰＣ（Per
sonalComputer）等に相当する。これらのハードウェアが動作することにより、情報処理
装置３０の後述する機能が発揮される。情報処理装置３０は、図２に示すように、機能的
な構成要素として、加速度入力部３１と、動画像生成部３２と、動画像制御部３３と、出
力部３４とを備えて構成される。
【００２０】
　加速度入力部３１は、車両用加速度センサ１０及び頭部用加速度センサ２０から入力す
る加速度の情報を入力する手段である。加速度入力部３１は、入力した加速度の情報を動
画像制御部３３に出力する。
【００２１】
　動画像生成部３２は、所定の放射点から画面の手前方向に画像が移動する動画像を生成
する動画像生成手段である。即ち、動画像生成部３２は、車両２が移動しているときにそ
の進行方向を視点とした三次元的な表示がなされる動画像を生成する。そのような動画像
は、具体的には図３に示すように、画像における乗り物が走行する地面を示す部分１０１
と、左右の壁面を示す部分１０２，１０３と、例えば空等の上側の面を示す部分１０４と
を透視図法によりそれぞれ平面的に表示し、それらの部分が図中の矢印で示すように手前
方向に流れるように移動するものである。このように移動する各面を示す部分は、所定の
放射点から移動しているものとする。また、各面を示す部分の色彩をそれぞれ異なるもの
としてもよい。例えば、上側の面１０４は空の色を表す水色としてもよい。また、立体感
を表すため、奥の方（放射点に近い部分）は色彩を濃くして影があるように示して、手前
の方は色彩を薄くするようにしてもよい。
【００２２】
　ここで放射点（消失点）とは、透視図法における中心点を示すものである。放射点は、
車両２の揺れが検出されていないときは、図３に示すようにほぼ画面の中央に位置する。
また、画像が手前方向に移動していることがより明確になるように、各面を示す部分１０
１～１０４に移動方向と垂直な帯１０５（全体としては筒状な表示となる）を表示させて
、それが手前に迫ってくるようにしてもよい。
【００２３】
　このような動画像は、搭乗者３にしてみると、車両２の移動に応じた動画像となる。動
画像生成部３２により生成される動画像は、搭乗者３に対して前に進んでいるように感じ
させる動画像であればよいので、上記のような地面や壁面を平面的に表示したものでなく
てもよい。例えば、背景を暗くし光る星が放射点から手前に迫ってくるような動画像でも
よい。動画像生成部３２は、生成した動画像を出力部３４に出力する。
【００２４】
　動画像制御部３３は、加速度センサ１０により検出された車両２の揺れ（加速度）の方
向及び大きさに応じて、動画像生成部３２により生成される動画像の放射点、及び動画像
の方向を制御する動画像制御手段である。上記のように車両２の揺れ（加速度）の方向及
び大きさを示す情報は、加速度入力部３１から動画像制御部３３に入力される。
【００２５】
　例えば、動画像制御部３３は、加速度入力部３１から入力される情報により、搭乗者３
からみて、左側への揺れ（図１では、奥行き方向への揺れ）が発生したことを検出すると
、図４に示す画像のように、動画像生成部３２に対して、動画像の放射点を中心から左側
へ移動させる制御を行う。また、放射点を移動させる度合は、遠心加速度の大きさに応じ
て決められる。遠心加速度の大きさが大きければ大きく左側へ移動させ、遠心加速度の大
きさが小さければ小さく左側へ移動させる。動画像生成部３２は、その制御に基づいて、
動画像を生成する。また、動画像制御部３３は、動画像生成部３２に対して、画像の向き
を左側に傾ける制御を行う。この画像上の路面の傾きに頭の傾きを合わせることで、前庭
器官と三半規管に過剰な刺激が加わらないようにすることができる。動画像生成部３２は
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、動画像制御部３３による上記の制御に基づいて、動画像を構成する画像を生成する。
【００２６】
　また、動画像制御部３３は、加速度入力部３１から入力される情報により、搭乗者３か
らみて、右側への揺れ（図１では、手前方向への揺れ）が発生したことを検出すると、動
画像生成部３２に対して、動画像の放射点を中心から右側へ移動させる制御を行う。
【００２７】
　また、動画像制御部３３は、加速度入力部３１から入力される情報により、搭乗者３か
らみて、上側への揺れが発生したことを検出すると、動画像生成部３２に対して、動画像
を放射点と共に動画像を上方へ平行移動させる制御を行う。また、動画像制御部３３は、
加速度入力部３１から入力される情報により、搭乗者３からみて、上側への揺れが発生し
たことを検出すると、動画像生成部３２に対して、動画像を放射点と共に動画像を上方へ
平行移動させる制御を行う。
【００２８】
　また、動画像制御部３３は、加速度入力部３１から入力される情報により、搭乗者３か
らみて、後方への揺れ（図１では、左側方向への揺れ）が発生したことを検出すると、図
５（ａ）に示すように、動画像生成部３２に対して、動画像の放射点を中心から下方へ移
動させる制御を行う。また、この場合、動画像生成部３２に対して、搭乗者３の視点を誘
導するマーカ１０６を動画像の上方に表示させる制御を行う。マーカ１０６は、搭乗者３
の視点を引くような表示であれば足り、例えば、図５に示すように、手前に移動する画像
と色彩の異なる立方体の画像を用いることができる。
【００２９】
　同様に、動画像制御部３３は、加速度入力部３１から入力される情報により、搭乗者３
からみて、前方への揺れ（図１では、右側方向への揺れ）が発生したことを検出すると、
図５（ｂ）に示すように、動画像生成部３２に対して、動画像の放射点を中心から上方へ
移動させる制御を行う。また、この場合、動画像生成部３２に対して、搭乗者３の視点を
誘導するマーカ１０６を動画像の下方に表示させる制御を行う。
【００３０】
　このように動画像制御部３３により制御されて動画像生成部３２により生成された動画
像は、車両２に発生した揺れに対応したものとなり、搭乗者３に対して、車両２の揺れに
応じた自身の揺れに応じた視覚を与えることができる。これにより、搭乗者３の眼球が、
搭乗者３に加わる加速度の方向及び大きさに適した眼振を起こす。また、搭乗者３の眼球
の滑車動眼筋が過度に働くことを防止し、前庭器官と三半規管に与えられる加速度を、通
常の重力による刺激の方向に集束することができる。これらにより、揺れが発生している
にもかかわらず、搭乗者３が乗り物酔いを起こすことを防止することができる。
【００３１】
　また、搭乗者３の視線が表示されたマーカに注がれると、当該視線の変更による頭部の
動きにより、搭乗者３の前庭器官や三半規管におけるリンパ液の流れや回転を少なくして
、搭乗者３に加わる加速度を通常の重力加速度の方向のみにかかるようにすることができ
る。これにより、揺れに対する搭乗者３の乗り物酔いの防止効果を向上させることができ
る。
【００３２】
　なお、頭部用加速度センサ２０から入力される加速度の情報による、動画像制御部３３
の動画像に対する制御は後述する。
【００３３】
　出力部３４は、動画像制御部３３により制御されて動画像生成部３２により生成された
動画像をディスプレー４０に出力する出力手段である。
【００３４】
　ディスプレー４０は、ケーブル５０によって情報処理装置３０と接続されており、当該
ケーブル５０を通じて情報処理装置から入力された動画像を、搭乗者３が見ることが可能
なように表示する表示手段である。ディスプレー４０は、その表示部分が搭乗者３によっ
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て見えるように、車両２内に設けられる。例えば、図１に示すように、搭乗者３が座席２
ａに座ったときの前方（図１における右側）に、表示部分が搭乗者３に対向するように設
けられる。ディスプレー４０、具体的には例えば、２０インチ程度の液晶ディスプレーに
より実現される。以上が、乗り物酔い防止回復装置１の構成である。
【００３５】
　引き続いて、図６のフローチャートを用いて、本実施形態に係る乗り物酔い防止回復装
置１の動作を説明する。この動作は、車両２に搭乗者３が乗って、車両２が運転されて、
車両２に乗り物酔いの原因となる揺れが発生する場合のものである。なお、搭乗者３は、
車両２に乗る際に、予め頭部用加速度センサ２０の帽子２１を被っておく。
【００３６】
　乗り物酔い防止回復装置１では、車両用加速度センサ１０によって、車両２に発生する
揺れ（加速度）の向き及び大きさが検出される（Ｓ０１）。検出された揺れの向き及び大
きさを示す情報は、車両用加速度センサ１０から情報処理装置３０の加速度入力部３１に
入力される。また、頭部用加速度センサ２０によって、搭乗者３の頭部３ａの動き（加速
度）の向き及び大きさが検出される。検出された揺れの向き及び大きさを示す情報は、頭
部用加速度センサ２０から情報処理装置３０の加速度入力部３１に入力される。
【００３７】
　続いて、動画像制御部３３では、通知された揺れの方向及び大きさを示す情報に基づい
て、動画像生成部３２により生成される動画像の放射点及び動画像の方向が決定される（
Ｓ０２）。また、図５に示すようにマーカを表示するか否かも決定される。動画像制御部
３３により決定された動画像に係る情報は、動画像生成部３２に送信される。
【００３８】
　動画像生成部３２では、動画像制御部３３により決定された動画像に係る情報に基づい
て動画像が生成される（Ｓ０３）。動画像生成部３２により生成された動画像は、出力部
３４を介してディスプレー４０に出力される。ディスプレー４０では、情報処理装置３０
から入力された動画像が、搭乗者３に向けて表示される（Ｓ０４）。動画像の表示は、動
画像制御部３３により制御された当該動画像の放射点及び当該動画像の方向が、当該制御
の基礎となった揺れに対応するように行われる。動画像の方向とは、放射点の位置によっ
て決まるものと、車両２の底面およびそれに平行な路面が傾くことを含む。遠心加速度と
重力加速度を合成した方向に垂直な面（実効的な水平面）が、搭乗者３に分かるように表
示する。
【００３９】
　このとき、搭乗者３は、より確実に乗り物酔いを防止、又は乗り物酔いから回復させる
ために、動画像の傾き（車内における実効的水平面、すなわち車内のコップの水が作る水
面）にあわせて、自身の頭部３ａを傾けることが望ましい。例えば、動画像が図４に示す
ようなものであれば、頭部３ａを、搭乗者３からみて左後に傾けることが望ましい。そこ
で、図７に示すように、動画像制御部３３によって、動画像に頭部３ａの動きを指示する
情報１１０を表示させることが望ましい。頭部３ａの動きを指示する情報１１０は、車両
用加速度センサ１０により検出された加速度の方向及び大きさ、並びに頭部用加速度セン
サ２０により検出された頭部３ａの動きに応じて生成される。具体的には、例えば、頭部
用加速度センサ２０により検出された頭部の動きが、車両用加速度センサ１０により検出
された加速度の方向及び大きさを打ち消すものでなかった場合に、頭部３ａの動きを指示
する情報１１０はそれを打ち消させるように頭部３ａを動かすようにするものとされる。
なお、頭部３ａの制御については、必ずしも行う必要はなく、その場合、頭部用加速度セ
ンサ２０は、乗り物酔い防止回復装置１に含まれていなくてもよい。
【００４０】
　また、ヘッドフォン等の音声信号により搭乗者３に通知を行う手段を設けておき、それ
によって車両２の向かう方向を通知し、搭乗者３の頭部３ａの実際の傾きと、酔わないた
めに必要な傾き（上記の頭部３ａの動きを指示する情報１１０に対応する傾き）との誤差
に応じた音量の音を聞かせることで誤差を無くすような搭乗者３の努力を助けることとし
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てもよい。
【００４１】
　揺れの検出（Ｓ０２）から動画像の表示（Ｓ０４）までは、連続的に繰り返し行われる
。例えば、車両用加速度センサ１０による揺れの方向及び大きさの検出が、例えば、０．
０１秒後毎等の一定間隔で行われて、上記の動作が行われる。
【００４２】
　また、動画像制御部３３は、車両用加速度センサ１０によって検出される、車両２に発
生する加速度の方向及び大きさに応じて、動画像生成部３２によって生成される動画像の
輝度を制御することが望ましい。具体的には、例えば、検出された車両２に発生する加速
度がほとんど変化せず、車両２の速度や方向が一定であるか、停止しているときには、動
画像の輝度とコントラストとを低下させ、車両２に加速度が発生しているときには動画像
の輝度とコントラストとを適正なレベルに高めることが望ましい。
【００４３】
　車両２の搭乗者３には、車両２の揺れに応じた揺れが発生する。通常、揺れが発生する
と、搭乗者３は乗り物酔いになるが、上述したように、乗り物酔いを防止する動画像の効
果により、搭乗者３には乗り物酔いは発生しない。また、既に、搭乗者３が乗り物酔いし
ている場合には、上述したように乗り物酔いから回復させることができる。即ち、動画像
の効果は、上述したように、搭乗者３が上記の動画像を見ることによる、搭乗者３の眼球
や三半規管等の平衡器官に対する効果である。
【００４４】
　従って、本実施形態に係る乗り物酔い防止回復装置１によれば、薬剤による副作用や眠
気を発生させずに、かつ、眼球や三半規管等の平衡器官に対して乗り物酔いに対して効果
的な作用を及ぼすことから、乗り物酔いを十分に防止し、あるいは乗り物酔いから回復さ
せることができる。また、乗り物酔い防止回復装置１を継続して使用することによって、
搭乗者３は乗り物酔いに慣れ、乗り物に乗っても乗り物酔いにならないようになる。
【００４５】
　また、本実施形態のように、乗り物酔いを起こさせないように、搭乗者３の眼球を適切
に動かすようなマーカを表示することとすれば、搭乗者３がマーカを見ることによって、
搭乗者３の視覚や平衡器官を更に乗り物酔いをしない状態にさせることができ、より確実
に乗り物酔いを防止し、あるいは乗り物酔いから回復させることができる。
【００４６】
　また、本実施形態のように、車両用加速度センサ１０によって検出される、車両２に発
生する加速度の方向及び大きさに応じて、動画像の輝度を制御することとすれば、乗り物
酔いの防止あるいは回復効果に必要な場合のみに、搭乗者３に動画像を注視させることが
でき、より適切に乗り物酔いを十分に防止し、あるいは乗り物酔いから回復させることが
できる。
【００４７】
　なお、本実施形態では、乗り物酔い防止回復装置１は、自動車等の車両２の搭乗者３に
対する乗り物酔いを防止又は回復させるものであったが、乗り物酔いの対象となる乗り物
は車両２だけに限られない。
【００４８】
　例えば、乗り物として船を対象とする場合は、動画像を水平線が移動するようなものと
することが望ましい。また、搭乗者３の前面だけでなく側面にもディスプレーを設け、側
面に応じた動画像を表示させることが望ましい。例えば、加速度センサによって搭乗者３
に対して上下方向の加速度が検出された場合（船がヨーイングする場合）は、前面のディ
スプレーの水平線は上述した実施形態と同様に上下に移動させ、側面のディスプレーの水
平面は傾くようにする。また、加速度センサによって搭乗者３に対して左右方向の加速度
が検出された場合（船がローリングする場合）は、前面のディスプレーの水平線は上述し
た実施形態と同様に傾かせ、側面のディスプレーの水平面は上下に移動するようにする。
上記の場合、搭乗者３は前面か側面のディスプレーの水平線を注視する努力をし、水平線
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が上下した場合は頭を固定したまま眼でそれを追跡する。水平線が傾いた場合には、傾き
がキャンセルされる方向に同期させて頭を傾ける。また、大きな波（船の躯体軸の向きが
変わらずに、船の高さが変動する）による加速度が生じる場合は、加速度センサからの信
号に基づき、水平線の模様を、明暗を連続的に変えた縞状に表示し、その縞が水平線の位
置を中心に流れるように移動することで、眼振を引き起こすようにする。信号量に応じた
流れの速度とする。
【００４９】
　また、乗り物として飛行機を対象とする場合は、船の場合と同様であるが、ディスプレ
ーは、搭乗者３の前方に置くだけでよい。ジャイロ等の加速度センサからの信号を使用し
回転量に応じた信号を縦縞が画面上で水平に移動する動画像を提示し、搭乗者３はそれを
目で追うことと画面外に出たときは画面の反対から出現する縞に眼を戻して、この縞を追
跡する動作を促す（眼振を人為的に発生させる）。頭部の傾きに関しては上述した車両の
場合に従う。
【００５０】
　また、上述したディスプレー４０は、ＰＣ、ノートＰＣ、携帯ゲーム器、表示機能付携
帯電話、機内テレビ、ヘッドマウント表示器、ゴーグル式表示器、壁掛けビデオ装置等の
２次元画面を表示できるものを利用してもよい。なお、ディスプレー４０は、大きな視野
角で刺激できるものの方が効果は大きい。また、上記のＰＣ等は、ディスプレー４０の機
能だけでなく、本実施形態における情報処理装置３０の機能を有していてもよい。
【００５１】
　また、乗り物の進行方向として、左右、上下の方向を提示して注意を引くために、定位
性の高い音源を備えることも効果を高める。左に方向転換する場合は、ステレオ音声の左
チャネルから適当な音を流すなどの、背景効果をつけることができる。また、表示画像そ
のものを、コンテンツのある一般のテレビ画像としたり、子供などが興味を持てる漫画と
したりすることもよい。
【実施例１】
【００５２】
　実際に、自動車に、上記の実施形態に係る乗り物酔い防止回復装置を搭載し、酔いやす
いと自信のある被験者を対象に、ヘアピンカーブの多い道、急な坂道、発進・停止の頻繁
な繰り返しの自動車走行により、酔いの感覚の程度をスコア化して効果を試験した。いず
れの被験者に対しても、本装置を使うと、使わないときに比べて、劇的な酔いの感覚の抑
制があった。通常５分以内の乗車で酔いが始まる被験者でも、１時間以上酔わなかった。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態に係る乗り物酔い防止回復装置の構成を示す図である。
【図２】乗り物酔い防止回復装置に含まれる情報処理装置の構成を示す図である。
【図３】乗り物酔い防止回復装置が備えるディスプレーに表示される画面の例を示した図
である。
【図４】乗り物酔い防止回復装置が備えるディスプレーに表示される画面の別の例を示し
た図である。
【図５】乗り物酔い防止回復装置が備えるディスプレーに表示される画面の別の例を示し
た図である。
【図６】本発明の実施形態に係る乗り物酔い防止回復装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【図７】乗り物酔い防止回復装置が備えるディスプレーに表示される画面の別の例を示し
た図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１…乗り物酔い防止回復装置、２…車両、３…搭乗者、３ａ…頭部、１０…車両用加速
度センサ、２０…頭部用加速度センサ、３０…情報処理装置、３１…加速度入力部、３２
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…動画像生成部、３３…動画像制御部、３４…出力部、４０…ディスプレー。

【図１】 【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図７】
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